
事務局からの情報提供 

■災害対策基本法の改正について                      

１．災害対策基本法の改正により避難指示に１本化（国土交通省）   （P 3） 

  ・5月10日に改正災害対策基本法が公布され、5月20日から施行。 

   避難勧告が廃止され、警戒レベル４までに必ず避難となりました。 

  ・また、災害対策基本法の改正に伴い、避難情報に関するガイドラインも 

   改定されました。 

■令和２年の洪水等を踏まえた取組の充実                 

１．水害リスクライン、川の防災情報について（国土交通省）         (P 6) 

  ・水害リスクラインは令和２年度より運用開始。各観測所毎に6時間先まで

の予測水位が確認可能な「市町村向け水害リスクライン」や「市町村向け

川の防災情報」のID、パスワードを昨年度に防災担当者に配布。 

２．洪水予報に関する実施要領等の見直し（国土交通省）             (P10) 

 ・6時間先までの水位予測の提供（水害リスクラインの予測水位の反映） 

 ・大災害等により発出官署が機能不全となった際の代替官署の設定 

 ・大雨特別警報の警報等への切替時に河川氾濫に関する臨時の洪水予報発表 

 ・災害対策基本法の改正を踏まえた、予報文の変更 

３．ホットライン、タイムラインの活用について（国土交通省・宮崎県） 

(P13) 

 ・これまで、市町毎に災害時のタイムライン（ホットライン）について、 

作成、共有してきましたが、災害対策基本法の改正もふまえ、再度内容に

ついて相互に確認・共有したいと考えています。 

・宮崎河川国道事務所・宮崎県各土木事務所から市町に対して直接河川の状

況を提供するホットラインを実施。迅速かつ的確な避難指示発令等に活用

願いたい。 

４．堤防決壊情報の確実な共有（国土交通省）                       (P16) 

 ・堤防の決壊が確認された段階で、その事実をホットライン等により相互に

情報共有（国土交通省⇒市町、市町⇒国土交通省 双方の情報共有） 

５．異常洪水時防災操作への備え（宮崎県）                         (P17) 

・ダムの異常洪水時防災操作時（緊急放流）のダムの操作やダム管理者から

の情報提供タイミングについて、関係者間で理解を深め、大規模災害時に

迅速に対応できるよう備えていただきたい。
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■流域治水プロジェクト                          

１．大淀川水系流域治水プロジェクトの公表（国土交通省）           (P19)

  ・流域全体を俯瞰し、国、流域自治体、企業等のあらゆる関係者が協働して 

   取り組む「流域治水」を推進していくため、大淀川水系流域治水プロジェ 

クトを令和3年3月30日に公表しました。 

２．今後の展開について（大規模減災協議会との関係性）             (P21) 

  ・今後については、大規模減災協議会（大淀川水系では水防災意識社会再構 

築協議会）で作成した「地域の取り組み方針」を流域治水プロジェクトの

ソフト対策（避難・水防対策）として位置付けることになる予定です。 
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危険度レベルを用いた防災情報について

■洪水予報河川
国民経済上重大な被害又は相当な被

害を生じるおそれがある河川のうち、
水位等の予測が技術的に可能な流域面
積が大きい河川で発表。

5

4

3

2

１

レベル 水位

氾濫危険水位

はん濫の発生

避難判断水位

氾濫注意水位

水防団待機水位

住民が
とるべき行動

命を守るため
の最善の行動
をとる。

危険な場所
から全員避難

危険な場所
から高齢者等
は避難

避難に備え
自らの避難
行動を確認

災害への心構
えを高める

洪水予報河川
水位周知河川

〇〇川
はん濫発生情報

〇〇川
はん濫危険情報

〇〇川
はん濫警戒情報

〇〇川
はん濫注意情報

水防警報

出動

準備

待機

警戒

避難情報等

災害発生情報
(市町村発令）

避難指示
(市町村発令)

避難準備・
高齢者等避難
開始

■水位周知河川
国民経済上重大な被害又は相当な被

害を生じるおそれがある河川のうち、
流域面積が小さく、洪水予報を行う時
間的余裕が無い河川で発表。

■水防警報
洪水や高潮による災害の恐れがある

とき、河川管理者として水防機関に対
して行う発表。

-
 
5
 
-



2020/7/6 5:00

岳下観測所

市町村向け水害リスクライン （令和２年７月５日～６日の出水）

6時間先までの予測水位

-
 
6
 
-



2020/7/6 5:00

市町村向け川の防災情報

浸水想定区域図

雨量情報 水位情報 ダム諸量

TOP画面
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「川の防災情報」での洪水予報の確認
洪水予報画面

水位観測所画面

洪水予報文（PDF）

洪水予報に掲載され
た予測水位を水位グ
ラフにプロット

発表区間を着色

各基準観測所の発
表時点の水位の状
況と予測の傾向
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【川の防災情報】令和３年５月２７日洪水－氾濫警戒情報発表後

５月２７日8:30 氾濫警戒情報発表

はん濫注意水位 6.50ｍ

避難判断水位 8.00ｍ

氾濫危険水位 10.90m

はん濫注意水位 6.50ｍ

避難判断水位 8.00ｍ

氾濫危険水位 10.90m

※球磨川の事例

洪水予報の発表

洪水予報発表時点の3時間予測水位がグラフにプロット表示 予測水位が自動更新されず残ったまま

実績水位 実績水位

過去時点の予測水位は表示から消える

※注意点
洪水予報発表時点の3時間予測水位がグラフにプロット表示されるが、その後、新たに洪水予報
が発表されない場合、自動更新されないため、水位の現傾向と予測水位（２，３時間前の予測値）
が異なる場合がある。（6/1以降は6時間先水位を表示）
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2020/7/6 5:00

洪水予報に関する実施要領等の見直し

従来の様式

XXX.X→

XXX.X

XXX.X

XXX.X

XXX.X

XXX.X

XXX.X

XXX.X→

XXX.X

XXX.X

XXX.X

XXX.X

XXX.X

XXX.X

XXX.X→

XXX.X

XXX.X

XXX.X

XXX.X

XXX.X

XXX.X

00日03時00分の予測

予測時間が長くなるほど不確実性が高まります。予測水位の値は今後変わることもあるため、今後も最新の発表をご
確認ください。
水位のグラフは各水位間を按分したものです。
水位危険度レベル４については、氾濫危険水位と計画高水位を按分しており、氾濫危険水位＝計画高水位の場合は最
大になります。

00日04時00分の予測

00日05時00分の予測

00日06時00分の予測

00日04時00分の予測

00日05時00分の予測

00日06時00分の予測

△△△
水位観測所

（○○県△△市△△）

□□□
水位観測所

（○○県□□市□□）

水位(m)

水位危険度

00日01時00分の予測

00日04時00分の予測

00日05時00分の予測

00日06時00分の予測

○○○
水位観測所

（○○県○○市○○）

00日02時00分の予測

氾濫
注意

避難
判断

氾濫
危険

レベル１ レベル２ レベル３

00日00時00分の状況

00日01時00分の予測

00日02時00分の予測

00日03時00分の予測

00日00時00分の状況

00日01時00分の予測

00日02時00分の予測

00日03時00分の予測

00日00時00分の状況

レベル４

水防団
待機

観測所名

新様式（令和３年６月以降予定）

●指定河川洪水予報の中で、３時間先までの予測水位をお知らせしていましたが、
今後は、水害リスクラインの６時間先までの予測水位をお知らせすることとなります。

6時間先の予測まで記載します。

①６時間先までの水位予測の提供（水害リスクラインの予測水位の反映）
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洪水予報に関する実施要領等の見直し

大災害等により洪水予報の発出官署が機能不全なることを想定し、機能
不全時に速やかに代替官署から洪水予報を発表できるよう、事前に代替
官署を設定。

②発出官署が機能不全となった際の代替官署の設定

③大雨警報の警報等への切替時に河川氾濫に関する臨時の洪水予報

■ では、

水位状況

氾濫発生中

氾濫危険水位超過 水位上昇中

大淀川 の 高岡 水位観測所（宮崎県宮崎市） 区間において氾濫が発生。高岡 水位観測所（宮崎県宮崎市）で
は、水位が上昇中であり、まもなく最高水位に到達する見込み。各自安全確保を図るなど、適切な防災行動を
取ってください。

今後の見込み

水位上昇中。まもなく最高水位

柏田
かしわだ

（宮崎
みやざき

県宮崎
みやざき

市）

大淀川下流部洪水予報(臨時)
令和○年○月○日○時○分

問い合わせ先
水位関係：国土交通省　宮崎河川国道事務所　tel:0985-24-8221
気象関係：気象庁　宮崎地方気象台　tel:0985-25-4031

 　国土交通省　宮崎河川国道事務所
       　　気象庁　宮崎地方気象台

宮崎県の大雨特別警報は大雨警報に切り替わりましたが、｛大淀川の洪水はこれからも警戒
が必要です / 宮崎県に降った大雨による洪水が、これから大淀川の下流に到達します｝。天候
が回復しても、氾濫が発生するおそれがあるため、洪水への一層の警戒が必要です。

発表中の指定河川洪水予報は下記のサイトからご覧いただけます。
川の防災情報　https://www.river.go.jp/
気象庁HP https://www.jma.go.jp/

大淀川 の 柏田 水位観測所（宮崎県宮崎市）では、水位が上昇中であり、当分の間、氾濫危険水位を超える水
位が続く見込み。氾濫のおそれあり。

水位観測所

高岡
たかおか

（宮崎
みやざき

県宮崎
みやざき

市）

氾濫発生情報（警戒レベル５相当情報）　を発表中です。大淀川
おおよどがわ

下流
かりゅう

部

河川名

大淀川
おおよどがわ

大淀川
おおよどがわ

宮崎県の大雨特別警報は大雨警報に切り替わりましたが、
大淀川では今後の水位上昇に警戒が必要です。

【様式１】

大雨特別警報が警報等への切替時に住民が安心情報として捉えないよう、
河川氾濫に関する臨時の洪水予報を発表します。-
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洪水予報に関する実施要領等の見直し

④災害対策基本法の改正を踏まえた予報文の変更

付図４　洪水予報の発表イメージ

→ → →

正規

（見出し）

（主　文）

（雨量）

所により1時間に50ミリの雨が降っています。

今後もこの雨は降り続く見込みです。

○○川流域

洪 水 警 報

令 和 年 月 日 時 分

宮崎
みやざき

河川
かせん

国道
こくどう

事務所
じむしょ

・宮崎
みやざき

地方
ちほう

気象台
きしょうだい

　共同発表

大淀川
おおよどがわ

下流
かりゅう

部
ぶ

氾濫危険情報

国土交通省　○○河川事務所
気象庁　　　○○地方気象台

機関名 機関名

発表者 第１受報者 第２受報者 第３受報者

機関名

大 淀 川 下 流 部 洪 水 予 報 第 ３ 号

【警戒レベル４相当情報［洪水］】大淀川
おおよどがわ

下流部
かりゅうぶ

では、当分の間、

氾濫危険水位付近の水位が続く見込み

【警戒レベル４相当】これは、避難指示の発令の目安です。○○川
がわ

の○○水位観測所（○○市
し

○

○）では、当分の間、「氾濫危険水位」付近の水位が続く見込みです。○○川
がわ

では堤防決壊等によ

る氾濫のおそれがあり、○○市
し

、○○市
し

、○○町
まち

では浸水するおそれがあります。市町村からの避

難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど、適切な防災行動をとってください。

流域
00日00時00分～00日00時00分

までの流域平均雨量
00日00時00分～00日00時00分
までの流域平均雨量の見込み

○○○ミリ ○○ミリ

【警戒レベル４相当】これは、避難指示の発令の目安です。○○川
がわ

の△△水位観測所（△△市
し

△

△）では、当分の間、「氾濫危険水位」付近の水位が続く見込みです。○○川
がわ

では堤防決壊等によ

る氾濫のおそれがあり、○○市
し

、○○市
し

、○○町
まち

では浸水するおそれがあります。市町村からの避

難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど、適切な防災行動をとってください。

【警戒レベル４相当】これは、避難指示の発令の目安です。○○川
がわ

の□□水位観測所（□□市
し

□

□）では、当分の間、「氾濫危険水位」付近の水位が続く見込みです。○○川
がわ

では堤防決壊等によ

る氾濫のおそれがあり、○○市
し

、○○市
し

、○○町
まち

では浸水するおそれがあります。市町村からの避

難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど、適切な防災行動をとってください。

■氾濫レベル３相当

旧）避難準備・高齢者等避難開始等

新）高齢者等避難の発令の目安

■氾濫レベル４相当

旧）避難勧告等の発令の目安

新）避難指示の発令の目安

改正災害対策基本法の施行に合わせ、洪水予報の予報文を変更しました。
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タイムライン・ホットラインについて

河川名 観測所名
観測所
管理者

水 防 団
待機水位
【 レベル１ 】

氾　濫
注意水位
【 レベル２ 】

避難判断
水　位

【 レベル３ 】

氾　濫
危険水位
【 レベル４ 】

氾濫発生
【 レベル５ 】

 柏田 国 5.30 5.70 8.50 9.10 －

 高岡 国 5.40 5.80 7.60 8.10 －

 樋渡 国 5.40 6.00 8.30 9.20 －

 岳下 国 3.20 3.70 4.10 4.80 －

 本庄川 国 －

国 －

 太田原 国 5.00 5.60 6.40 7.50 －

 嵐田 国 3.90 4.30 4.80 5.20 －

 入野橋 国 2.00 2.20 2.80 3.10 －

 庄内川  樋渡 国 5.40 6.00 8.30 9.20 －

 沖水川  岳下 国 3.20 3.70 4.10 4.80 －

 石崎川  石崎橋 県 2.60 2.90 3.50 4.60 －

 大谷川  城の下橋 県 3.20 4.40 4.40 5.60 －

 八重川  両国橋 県 1.30 2.80 2.80 3.30 －

 新別府川  浮之城上橋 県 2.20 2.80 3.10 3.70 －

 清滝橋 県 2.90 3.60 4.20 4.70 －

 木崎橋 県 2.50 3.00 － － －

 加江田川  第一竹ノ内橋 県 1.20 1.90 2.40 3.50 －

 萩原川  栄源寺橋 県 0.20 1.70 1.70 2.50 －

 沖水川  沖水橋 県 2.50 3.20 4.10 4.40 －

 丸谷川  向洲橋 県 2.20 3.30 3.30 3.60 －

 東岳川  大井手橋 県 2.00 2.30 2.30 2.50 －

 高崎川  高崎橋 県 0.10 0.90 0.90 1.20 －

 本庄川  須木 県 3.00 3.50 3.90 4.50 －

 岩瀬川  岩瀬橋 県 3.60 4.20 4.20 5.70 －

高岡土木事
務所

 瓜田川  番所橋 県 2.50 3.00 4.30 5.18 －

宮
崎
県

 深年川

 綾北川

事務所名

国
土
交
通
省

宮崎河川国
道事務所

 大淀川

 嵐田 3.90 4.30 4.80 5.20

宮崎土木事
務所

 清武川

都城土木事
務所

小林土木事
務所

■

水
防
基
準
点

基
準
水
位
一
覧-

 
1
4
 
-



タイムライン・ホットラインについて

『避難判断』水位に到達した時
（氾濫警戒情報）

避難準備・高齢者
等避難開始

高齢者等避難

『氾濫危険』水位に到達した時
（氾濫危険情報）

避難勧告 避難指示

堤防天端水位到達・氾濫発生した時
（氾濫発生情報）

避難指示(緊急) 緊急安全確保

これまで 変更後
レベル３相当

レベル４相当

レベル５相当

を検討

を検討

を検討

を検討

を検討

を検討

水防に係るホットライン

土砂災害情報ホットライン

土砂災害警戒情報が発令された時
（危険度１：2時間以内に基準値超過）

土砂災害危険度３に到達した時
（危険度３：基準値を超過）

避難勧告

を検討

避難指示

を検討

避難指示

を検討

これまで 変更後

-
 
1
5
 
-



洪水時における決壊・越水等の確認の迅速化

○ 河川監視カメラの死角や夜間に発生した決壊・越水等の確認が困難であった
○ 浸水等による通行止めにより現地に近づくことができず、巡視員等による決壊・越水等の確認も困難であった

○ 簡易型河川監視カメラ、危機管理型水位計の増設等により洪水監視体制の強化
○ 越水・決壊等検知センサーやAIカメラによる越水検知等の技術開発

課題

改善策

浸水等による通行止めにより現地に
近づくことができず、状況把握が困
難になる場合がある。

（現状） （対応案）

氾濫の危険性が高く、重要施設や人家への影響が大きい
箇所への簡易河川監視カメラ、危機管理型水位計当の増
設等により洪水監視体制を強化

技術開発

設置イメージ

簡易型河川監視カメラ

危機管理型水位計
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異常洪水時防災操作への備え ～命を守る行動を～
気候変動の影響により、水災害の激甚化・頻発化するなか、全国的にダムの計画を上回る洪水が度々発生す
るなど、異常洪水時防災操作（いわゆる、「緊急放流」）の発生リスクが高まっています。
このため、大規模な水災害に備え、ダム流域関係者に対し、ダムの役割、異常洪水時防災操作の内容や

情報提供のタイミングを事前に周知し、理解を深める必要があります。
【異常洪水時防災操作とは】
大きな出水によりダムの洪水調節容量を使い切る可能性が生じたため、放流量を除々に増加させ、流入量と同じを流量を放流する
操作。

○異常洪水時防災操作に関する関係機関への通知タイミング【土木事務所→市町村等】

【通知１】操作開始前の３時前（見込み）までに第１報を通知します。
【通知２】操作開始前の１時前（見込み）までに第２報を通知します。
【通知３】操作開始に移行（開始）した場合、移行しなかった（中止した）場合、

終了した場合に再度、通知します。

○異常洪水時防災操作の可能性が高まる気象

・市町村の避難情報を確認していただき、早め早めの避難をお願いします。
・命を守る行動をお願いします。

・令和２年７月の熊本県球磨川の豪雨時の線状降水帯のような局地的な異常降雨
・台風接近による異常降雨 東日本台風（関東方面）、平成１７年台風１４号（宮崎）
○避難のタイミング

放流警報設備（サイレン・スピーカー）
ダム下流河川沿いに設置 1時間前にサイレンを吹鳴

流
量

時間

流入量

放流量

異常洪水時防災操作のイメージ

ダムに貯留

-
 
1
7
 
-



非常用洪水吐きからの越流への備え ～命を守る行動を～
気候変動の影響により、水災害の激甚化・頻発化するなか、全国的にダムの計画を上回る洪水が度々発生するなど、
水災害の発生リスクが高まっています。
ゲートレスダムは、ダム上部の非常用洪水吐きからの越流時に、ダムからの放流量が多くなるため、ダム流域関係者に対し、ダムの役割や

情報提供のタイミングを事前に周知し、理解を深める必要があります。

○非常用洪水吐きからの越流に関する関係機関への通知タイミング【土木事務所→市町村等】
【通知１】越流開始前の１時前（見込み）までに第１報を通知します。
【通知２】越流を開始した場合、越流が終了した場合に再度、通知します。

○非常用洪水吐からの越流の可能性が高まる気象

・市町村の避難情報を確認していただき、早め早めの避難をお願いします。
・命を守る行動をお願いします。

・令和２年７月の熊本県球磨川の豪雨時の線状降水帯のような局地的な異常降雨
・台風接近による異常降雨 東日本台風（関東方面）、平成１７年台風１４号（宮崎）

○避難のタイミング

【非常用洪水吐きからの越流とは】
大きな出水によりダムの洪水調節容量を使い切り、ダム上部の非常用洪水吐きから越流すること。
下記写真は、日南市にある広渡ダムの事例。

日南市 広渡ダム平成17年台風14号
非常用洪水吐越流の様子日南市 広渡ダムの平常時の様子

通常の洪水吐き

非常用洪水吐き

流
量

時間

流入量
放流量

ダムに貯留しながら放流量が増加

放流警報設備（サイレン・スピーカー）
ダム下流河川沿いに設置 1時間前にサイレンを吹鳴

非常用洪水吐きからの
越流開始

ゲートレスダムの放流イメージ
非常用洪水吐きからの越流

ダムに貯留
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緊急行動計画 H28～R2 （５か年）

「緊急行動計画」の今後の展開について

水防法 河川法 流域に関する対策

水防災意識社会の再構築 (大規模氾濫減災協議会 国管理河川１２９協議会)

流域治水 (流域治水協議会 国管理河川１１８協議会)

流域治水プロジェクト R3～

避難・水防対策
避難計画、防災教育、水位情報の強化、水防体制の充実など R2概ね完了見込み

危機管理型ハード対策等
地域の取組方針

※未達成のものは要因を分析し、流域治水プロジェクトとして位置づける

河川対策の検討
河川整備、ダム建設など 下水道、流出抑制、土地利用・住まい方の工夫、

浸水拡大抑制、利水ダムの活用など

流域対策の検討

R3以降

大規模氾濫減災協議会

避難・水防対策
地域の取組方針

避難計画、防災教育、水位情報の強化、水防体制の充実など

○ 水防災意識社会の実現に向け、令和2年度を目標として、円滑かつ迅速な避難・被害軽減のための取り組
み等について「緊急行動計画」として取りまとめ着実に推進してきた。このうち、危機管理型ハード対策につい
ては、令和2年度までにおおむね完了の見込みとなったところ。
○ 緊急行動計画に含まれていた避難や水防対策については、引き続き、大規模氾濫減災協議会において「地
域の取組方針」を作成するとともに、これを各河川で進められている「流域治水プロジェクト」に位置付けること
で、あらゆる関係者との密接な連携体制のもと、防災・減災の取組を継続的に推進していく。

※１
大規模氾濫減災協議会では、緊急行動計画に危機管
理型ハード対策（河川法に係るもの）を位置づけ取
り組んできたが、R2に概ね完了するため、R3以降は、
避難・水防対策の更なる充実を図る。

※２

※１

※２
R3以降、大規模氾濫減災協議会では、避難・水防対
策の更なる充実を図る。流域治水協議会は、大規模
氾濫減災協議会等における取組の状況等を確認・点
検し 、流域治水プロジェクトに記載する。
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